
 

 

 

平成２２年度下半期事業計画（案）について 
 

 

 

 

 

 

活動計画 

 

１．ナンバー２経営者の育成 

  ナンバー２経営者の育成に資する活動を実施する。 

２．中小企業診断士による経営革新塾 

  新しく理事になられた中小企業診断士による経営革新をテーマにした研究 

を定期的に開催し、経営戦略について学ぶ。 

３．学生によるピジネスモデルコンテスト 

  大学発の学生のピジネススモデルコンテストを開催。大学発ベンチャー企業 

の発掘、育成支援を行う。優秀なモデルには表彰する。 

４．事務局の強化 

  新しく事務局の体制を立て直し、定例の理事会､及びセミナーなどの講演会を 

定期的に実施するとともに各会員の相互のビジネステャンスの拡大と経営資源 

の創造的改革及び創造的ニュービジネスの振興を図り、以て活力ある地域経済 

の発展及び人材育成に寄与する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

新理事･監事の選任について 
 

 

 

 

 

 

〈新任理事〉 

 

大江徹郎（㈱グッドエス広告代表取締役） 

 

金山千一（シルバー商事㈱代表取締役） 

 

前田進（㈱マネジメントコア前田中小企業診断士） 

 

千葉恒雄（中小企業診断士協会副会長中小企業診断士） 

 

 

宮本芳昭（ビジネスブレイン㈱経営コンサルタント） 

 

 

内田慎一郎（税理士法人かずさ合同事務所代表社員税理士） 

 

 

〈新任監事〉 

 

太田三郎（千葉商科大学商経学部教授） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

千葉県ニュービジネス協議会会則 
 

 

(名称) 

第１条 本協議会は、一般社団法人千葉県ニュービジネス協議会(Chiba New Business 

   Conference )と称する。 

 

(目的) 

第２条 本協議会は､社団法人関東ニュービジネス協議会の傘下組職のもと､干葉県において、 

産・学・官・民のネットワークを構築し、気概と情熱をもったベンチャー企業及び経営改革 

を推進する企業が業種、業態を超えて集結して、相互の啓発､造携及び交流を通し、会員で 

ある個人や法人、団体を支援して、相互のビジネスチャンスの拡大と経営資源の創造的 

改革及び創造的ニュービジネスの振興を図り、以て活力ある地域済済の発展反び人材育成 

に寄与することを目的とする。 

 

(事務所の所在地) 

第３条 本協議会の事務所は､学校法人千葉学園千葉商科大学内に置く。 

 

(事業) 

第４条 本協議会は、第２条の目的を達成するため、学校法人干葉学園千景商科大学をはじめ、 

社団法人日本ニュービジネス協議会連合会、社団法人関東ニュービジネス協議会、各地域 

ニュービジネス協議会等と互恵の立場で連携し、次の事業を行う。 

 

  (１)会員に必要な研修会および情報交換、イベント開催委員会活動を通じて会員相互の啓発、 

    ビジネスの振興等に関する事業。 

  (２)会員に必要な調査研究、情報の収集および提供等に関する事業。 

  (３)会員に必要な人材の育成および起業支援に関する事業。 

  (４)地域経済の発展を巡る経済社会問題に関する研究会、フォーラム等を通じた政策提言等 

    に関する事業。 

  (５)千葉商科大学の研究・教育活動への参加と有効活用を通じて、会員に必要な人材育成、 

    起業支援､キャリア創造支援に関する事業。 

  (６)干葉商科大学の大学院生･学生の就職活動に関する支援事業。 

  (７)千景商科大学のベンチャースピリットのある大学院生・学生に対するベンチャー 

ビジネス総合支援事業。 

  (８)人材交流の国際化を目指すため留学生及び海外労働者に対するキャリアアッブ、 

ビジネススキルアッブ支援に関する事業。 

  (９)産業資源の国際化を目指すため海外ベンチャー企業との情報・人材・交流事業。 

  (10)その他、目的を達成するために適当な事業。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(会員) 

第５条 本協議会の会員は、次の各号に掲げる区分とする。 

   (１)法人会員 株式会社、有限会社、合資会社、合名会社およびＮＰＯ 

   (２)個人会員 次号に規定する学生会員以外の個人事業者、主婦、会社員等の個人 

   (３)学生会員 大学院および大学の学生、短期大学・専門学校の学生、高校の生徒 

   (４)協賛会員 前項の会員以外で、本協議会の目的を達成するための事業に協賛し、支援 

するものは、協賛会員となることができる。 

   (５)特別会員 公共団体、社団法人、財団法人等および大学教授等学識経験者であって、 

その専門的知識を以て前項に規定する会員に対し支援するものは、特別会員 

となることができる。 

 

(入会の承認) 

茅６条 本協議会こ入会を希望するものは、協儀会役員会の承認を得て、入会することができる。 

   ２．入会した法人会員は、本協議会と互恵の立場で連携する CUC アライアンス企業に所属 

するものとする。  

 

(入会金および年会費等) 

第７条 前条第１項の承認を得たものは、別に掲げる入会金および年会費または協賛金(以下、 

｢入会会等｣という)を納入するものとする。 

   ２．会員は、第１項に規定する年会費または協賛会を、事業年度毎に納入するものとする。 

   ３．協儀会は、第１項に掲げる入会金箸について、免除することができる。ただし、免除 

規定に関しては役員会で審議決定する。 

 

(役員) 

第８条 本協議会に次の役員を置く。 

   (１)理事 ７人以上 

 (２)監事 １人 

 

(役員の任期) 

第９条 役員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

 

(会長および副会長の選任) 

第１０条 理事は、互選により次に掲げろものを選任する。 

 (１)会長  １人 

   (２)副会長 ２人以内 

 

(役員の職務) 

第１１条 会長は、本協儀会を代表し、一切の業務を統括する。 

   ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故または欠けたときは執務を代行する。 

   ３．理事・監事は、会長および副会長と役員会を構成し、業務を執行する。 

   ４．監事は、財産および会計の状況を監査する。 

 

 

 



 

 

 

(役員の選出) 

第１２条 役員は、第５条に規定する会員の中から、総会において選任する。 

 

(総会･臨時総会) 

第１３条 総会は、事業年度終了後２ヶ月以内に開催する。臨時総会は、必要に応じて開催する｡ 

     総会は、会長が招集する。 

   ２．総会の議事は、会員出席者の議決権の過半数で決するものとし、可否同数のときは、 

議長の決するところによる。 

 

(総会の議長) 

第１４条 総会の議長は、会長が務める。 

 

(総会の議決事項) 

第１５条 総会においては、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

 (１)会則の制定および変更または廃止に閲する事項 

 (２)毎事業年度における事業計画および収支予算の決定に関する事項 

 (３)毎事業年度における事業報告および収支決算の承認に関する事項 

   (４)その他、役員会で必要と認める議決事項 

 

(役員会の招集) 

第１６条 役員会は、理事、監事で構成し、会長が召集し、議長を務める。 

   ２．役員会の議事は、理事、監事の過半数の出席で決する。 

 

(役員会の議決事項) 

第１７条 役員会は、次の事項を議決する。 

 (１)総会に提出する議案 

   (２)その他協議会の業務執行に関し、役員会が必要と認める事項 

 

(プロジェクト) 

第１８条 本協議会Ｕ、事業推進のため必要な事項を研究協議し、会員相互に提言･支援する 

機関として、プロジェクトを置くことができる。 

   ２．委員会の種類および運営に関する事項は、役員会が別に定める。 

 

(顧問) 

第１９条 本協議会に顧問を置くことができる。 

   ２．顧問は、役員会の承認を経て、会長が委嘱する。  

  

(職員) 

第２０条 本協議会の事務所に、事務を処理するため事務局を置く。 

   ２．事務局には、事務局長および事務職員を置くことができる。 

   ３．事務局長および事務職員の任免および事務分掌並びに給与等は、役員会が決する。 

 

 

 



 

 

 

(退会および休会) 

第２１条 会員は、本協議会に文書を以て退会または休会することができる。 

   ２．前項の規定により、退会または休会したものの入会金等は、返却しないものとする。 

   ３．その他、退会または休会に関する事項は、役員会が別に定める。 

 

(報酬) 

第２２条 本協議会は、予算の規模、執行状況等を勘案し、役員および職員、ブロジェクト 

メンバ一に対し、報酬または実費を支払うことができる。 

   ２．報酬または実費弁償の金額は、役員会で決定し、総会{こおいて報告する。 

 

(事業年度) 

第２３条 本協議会の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

付則 この会則は、平成２１年７月２０日から施行する。 

 

 

 

 

別表(第７条入会金および年会費等) 

 

 

 

 

 

会員区分 入会金 年会費 協貸金 

法人会員 10,000 円 30,000 円  

個人会員 3,000 円 10,000 円  

学生会員 2,000 円 5,000 円  

特別会員(団体) 10,000 円 30,000 円  

特別会員(個人) 5,000 円 20,000 円  

協賛会員   １口 50,000 円以上 


